
伊那市の高齢者の住まい 伊那市の自立して生活できる高齢者の住まいの参考資料です H20.9　伊那市高齢者福祉課

　市営住宅城南町団地 　高遠町くつろぎの家 　　　　　　　　　 長谷高齢者専用住宅

　シルバーハウジング

シルバーハウジング
設置

管理運営
空き家
の補充
募集

随時 随時公募
６０歳以上のみの世帯
等の優先入居制度あり

随時 随時

位置

日影　緑ヶ丘団地
上牧　水神橋団地
若宮　若宮団地
西箕輪　大萱団地
高遠町　神明団地

西町:城南町団地、日影
団地、若宮団地、東春
近:殿島団地、西春近:沢
渡団地、高遠町:小原北
団地、長谷:中島団地

西町:城南町団地内 高遠町:多町,相生,瀬戸,
御堂垣外,荒町,小原上・
中・北・南,山室,板山,塩
供,後継者,的場,東高遠,
長谷:市野瀬,非持

高遠町長藤1841
ＴＥＬ９４－４７５８

長谷非持543-1

施設概要

Ｓ３８～Ｈ１２建
簡平・簡二、中層
３Ｋ～５ＤＫＹ
３１１戸

Ｓ４３～Ｈ１６建
簡平、中層耐火
２Ｋ～３ＤＫ
４０１戸

Ｈ１１～１６建
中層耐火
１ＬＤＫ、２ＤＫ
２７戸

Ｈ５～Ｈ１８建
木平、木二、中層耐火
１Ｋ～３ＬＤＫ
１５２戸

Ｈ９建
鉄骨平屋建
１人用居室７室
２人用居室４室　　定員１５人

Ｈ１９建
木造平屋建
１人世帯用１ＤＫ５戸
２人世帯用１ＬＤＫ３戸　８戸

住宅の
性格

特に高齢者等が安全で、住み
やすく、いきいきと過ごす目的
の市営住宅。一般市住とは、緊
急通報装置が各所についてい
る、生活援助員に日常生活上
の相談、援助が受けられるなど
が違う。

中所得者向け、ＵＩター
ン者優先、定住促進な
どを目的とする住宅

市内の高齢者に、介護支援機
能、居住機能、交流機能を総
合的に提供する施設におい
て、利用者と家族介護者が安
心して健康で明るい生活が送
れるよう支援するための住宅

高齢者が安心して健康で明る
い日常生活を営むことができ
る環境を整えるための住宅

民間 長野県 伊那市

低所得者で、住宅にお困りの方にお貸しすること
を目的とする住宅

※次の国の制
度があります

①高齢者円滑
入居賃貸住宅

高齢者である
ことを理由に
入居を拒否し
ない賃貸住宅
を登録し、高
齢者が賃貸住
宅を探しやす
くする制度

②高齢者専用
賃貸住宅

民間賃貸住宅
高遠町

高齢者生活福祉センター
くつろぎの家

市営住宅

公営住宅
県営住宅

（公営住宅） その他の住宅
長谷高齢者専用住宅

伊那市社会福祉協議会（指定管理者）
公募（市報、市ホームページに掲載）、月初10日間程度募集期間→15日ごろ公開
抽選、生保、障害者、ひとり親、高齢者、虐待の場合は、抽選回数を２回までとす
る優先入居あり



シルバーハウジング
民間賃貸住宅

高遠町
高齢者生活福祉センター

くつろぎの家

市営住宅

公営住宅
県営住宅

（公営住宅） その他の住宅
長谷高齢者専用住宅

入居資格

①同居する親族がい
る。ただし、60歳以上の
高齢者、身体障害１級
～４級、生活保護等の
者は単身でも良い。
②所得基準に当てはま
る低所得世帯
③住宅に困っていること
が明らか。
④県内に居住又は勤務

①同居する親族がい
る。ただし、60歳以上の
高齢者、身体障害１級
～４級、生活保護等の
者は単身でも良い。
②所得基準に当てはま
る低所得世帯
③住宅に困っていること
が明らか。
④市内に居住又は勤務
⑤市税の滞納がない。
⑥暴力団関係者でない。

市営住宅の資格要件のほか、
日常生活に支障があり、住宅
困窮度が高く、家族による援助
が困難で、生活援助員の派遣
を必要とする次の世帯の方
ⅰ６０歳以上の単身世帯
ⅱ６０歳以上のみの世帯
ⅲ高齢者夫婦世帯
ⅳ障害者の単身、障害者の
み、障害者と高齢者のみの世
帯等

①世帯用住宅は同居す
る親族がいる。
②公営住宅の所得基準
を超えること
③申込み時に市に住所
を有していない場合は、
入居決定後市に住民登
録すること
④市税の滞納がない。
⑥暴力団関係者でない。
※特に資格要件を別に
定める住宅がある。

おおむね65歳以上の、ひとり
暮らし、夫婦のみの世帯で家
族による援助を受けることが
困難な者であり、高齢等のた
め独立して生活することに不
安のある者

市内に１年以上住所があり、
おおむね６５歳以上の高齢者
のみ世帯で、居宅での生活に
支障がある者
市税、その他の使用料等に未
納がある場合は入居できな
い。

契約

連帯保証人連帯保証人連帯保証人連帯保証人が県内の３
親等以内親族の場合は
１名、その他の場合は２
名必要（条件：入居者と
同等の所得、県外の知
人２名は認めらない）

入居申請書を提出（診断書、
同意書、身元引身元引身元引身元引きききき受受受受承諾書を
添付）→入所検討会→入居決
定
※身元引受人身元引受人身元引受人身元引受人は近隣の者（責
務:緊急時、入院時の対応、面
会、滞納防止、退去、連絡、協
力）

入居申請書を提出→入所者
判定委員会→入居決定
※同等以上の所得があり、適
当な市内の連帯保証人連帯保証人連帯保証人連帯保証人、、、、身元身元身元身元
引受人引受人引受人引受人が連署して誓約書を提
出。（両者は兼ねることができ
る、市内にいないときは相談）

家賃
世帯の所得に応じ毎年
決定
3,400～42,300円／月

世帯の所得に応じ毎年
決定
3,700～39,400円／月

世帯の所得に応じ毎年決定
18,700～33,000円／月

住宅により
25,000～48,000円／月

世帯の所得に応じ毎年決定
単身世帯用10,000～20,000円
2人世帯用15,000～30,000円

世帯の所得に応じ毎年決定
単身世帯用10,000～20,000円
2人世帯用15,000～30,000円

敷金
当初家賃の３カ月分又
は10万円（高い方）

共益費 共用部分電気料ほか必要 共用部分電気料ほか必要
駐車場 １戸１台（駐車場使用料必要） １戸1台 要相談 １戸1台

生活
援助員

団地内いきいき館に、平日の
8:30～17:30まで駐在
相談、緊急時の対応、近隣との
連携、在宅福祉サービスの利
用について援助

３名が24時間交代で常時１名
常駐し、相談、助言、緊急時
の対応、在宅福祉サービスの
利用について援助、地域との
交流を支援

・生活援助員の指導に従い、運
営に協力すること
・入居後の同居、入居承継、１
年を超える不使用は不可

伊那市社会福祉協議会
高遠町支所　ＴＥＬ９４－３０８０

施設へ直接

伊那市社会福祉協議会
　長谷支所　ＴＥＬ９８－２９６９

賃貸住宅

①のうち専ら
高齢者世帯に
賃貸する住宅
として登録さ
れたもの

【長野管内の
登録住宅は、
財団法人高齢
者住宅財団の
ホームページ
でご覧くださ
い】

③家賃債務保
証制度

①の登録をし
た賃貸住宅を
満６０歳以上
の高齢者が借
りる際、家賃
等に応じた保
証料を国土交
通大臣が指定
した財団法人
高齢者住宅財
団が運営する
高齢者居住支
援センターに
一括払いする
ことで、その家
賃等を保証さ
れ、入居を促
進･支援する
制度

共用部分電気料ほか必要

・ペット飼育不可　　・環境整備等の共同作業、除雪、自治会にも協力が必要
・不正入居、３ヶ月以上の家賃滞納等は、明け渡し請求の対象　　・退去時に、畳・ふすまの張替え等必要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・単身での入居はは、原則として２DK以下の規模の住宅とする。

・オール電化、ペット飼育不
可、
・退去時は、入居時と同程度
に居室を復元

当初家賃の３カ月分

１戸１台（無い住宅もある）

市内に居住する連帯保証人連帯保証人連帯保証人連帯保証人が２名必要（条件:入居者と同等以上の所得、他の市
住入居者の保証人ではない、未成年者でない、市住入居者でない、日本国籍（永
住者を含む）

その他

市役所１Ｆ高齢者福祉課高齢者サービス係ＴＥＬ７８－４１１１内線2354
高遠町保健センター高遠町総合支所保健福祉課ＴＥＬ９４－３６９６
長谷保健増進センター長谷総合支所保健福祉課ＴＥＬ９４－３０８０申込み・

問合せ

民間
不動産業者

伊那合同庁舎２Ｆ
上伊那地方事務所

建築課住宅係
ＴＥＬ７６－６８３１直通

市役所２F監理課公営住宅係
ＴＥＬ７８－４１１１内線２５１６

・オール電化、ペット飼育不
可、防災情報無線機持込
・退去時は、入居時と同程度
に居室を復元
・食料品等の訪問販売（ＪＡ）
あり


